
   

平成２０年の地方税法の一部改正に伴い、年金所得に係る市県民税が、年金から天引き（特別徴

収）されるようになりました。（地方税法３２１条の７の２） 

 

※ 前年度までに年金特別徴収が中止となった方の内、今年度に年金特別徴収の対象とな

った方については、１０月の年金から特別徴収となります。 

 

すべての税が天引きになるわけではありません。同封の納

付書の税額分は、必ず期限までに納付をお願いします。 

※ 具体例については、裏面をご覧ください。 

 

６５歳以上の年金受給者で 

市県民税を納税される方にお知らせです 

◆ 始まる時期はいつから？ 

 今年度１０月に支払われる年金からです。 

 なお、今年度６月、８月の１期・２期分は納付書又は口座振替で納付をお願い

します。 

※ 年金情報の切替に時間を要するため 

 

◆ 年金以外に所得がある方の納め方は？ 

 年金所得以外の他の所得（給与・農業・不動産など）がある場合、他の所得に係る市県民税は、

従来どおり納付書・口座振替による納付となります。 

 また、今まで給与からの天引き（特別徴収）で納められていた方は、年税額（全額）の内、給

与所得等に係る税額分（萩市より事業所を通じて本人へ通知）が引き続き給与からの特別徴収と

なり、年金所得に係る税額分のみが年金からの特別徴収となります。 

◆ 対象となる方は？ 

 当該年度の初日（４月１日）に年金を受給している６５歳以上の方で、年金所得に係る市県民

税が発生する方が対象となります。 

 

○ 萩市の介護保険料が年金から引かれていない方 

○ 年金特別徴収の対象となる市県民税額と、他の特別徴収額（所得税額・介護保険料・国民

健康保険料・後期高齢者医療保険料など）の合計額が老齢基礎年金等の年額を超える方 



○市県民税を納付書で納付する場合の通知書例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市県民税を口座振替で納付する場合の通知書例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

【問い合わせ先】 

                              萩市役所課税課市民税係 

                              ＴＥＬ：0838-25-3131 

                              （内線 218・412・413） 

上記はモデルケースですので、年度途中で税額の変更などに

より、徴収方法の変更が生じることがあります。 

ご不明な点がありましたら右記までお問い合わせください。 
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